
令和７年度一般会計補正予算(第７号)総括表

（単位：千円）

特 定 財 源 一 般 財 源

11 地 方 交 付 税 520,438 520,438

15 国 庫 支 出 金 2,975 2,975

16 府 支 出 金 2,975 2,975

526,388 5,950 520,438

115,277,969 46,544,738 68,733,231

115,804,357 46,550,688 69,253,669

補    正    額 Ａ

補正前の予算額 Ｂ

補正後の予算額
           Ａ＋Ｂ

子ども・子育て支援交付金

子ども・子育て支援交付金

（歳  入）

款 予 算 額
左 の 内 訳

備 考

普通交付税



令和７年度一般会計補正予算(第７号)総括表

（単位：千円）

人 件 費 物 件 費 扶 助 費 補 助 費 等

3 民 生 費 57,642 42 57,600

4 衛 生 費 178,597 3,470 37,577 137,550

6 農 林 水 産 業 費 1,950 1,950

7 商 工 費 288,199 2,687 35,512 250,000

526,388 6,157 73,131 447,100

115,277,969 21,772,311 24,685,115 36,438,445 11,866,863 5,940,909 14,574,326

115,804,357 21,778,468 24,758,246 36,438,445 12,313,963 5,940,909 14,574,326

補    正    額 Ａ

補正前の予算額 Ｂ

補正後の予算額
           Ａ＋Ｂ

（歳  出）

款 予 算 額
消 費 的 経 費

投 資 的
経 費

そ の 他 の
経 費



１ 基本方針

２ 内容

 （１）物価高騰に対する支援

内　容　等
事業費

a
特定財源

b
一般財源
c=a-b

118,421 118,421

水道料金の基本料金を
免除
［債務負担行為］
【財政課、水道営業課】

一般家庭における日常生活を支援するため、水道料金に係る基本料金を免
除する。
＜内容＞一般家庭における水道料金の基本料金を１０か月分免除
　　　　（令和８年６月～９年３月）
　　　　※メーター口径20ｍｍ：２か月あたり1,870円等
＜対象＞令和８年６月から９年３月の間の５検針分
＜債務負担行為＞
 ［期　間］令和７年度～令和８年度
 ［限度額］1,185,745千円
 ［財　源］物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(国) 663,251

－ － －

省エネ家電への買い換
え促進
［繰越明許費］
【環境政策課】
【資料11頁参照】

家庭の経済的負担を軽減するとともに省エネの促進を図るため、省エネ家
電への買い換えに対し補助する。
＜対　　象＞新品の冷蔵庫及びエアコンの購入費（設置工事費含む）
　　　　　　※ただし、以下の省エネ基準達成率を満たすものに限る
　　　　　　　エアコン：１００％以上（目標年度2027または2029年度）
　　　　　　　冷 蔵 庫：１００％以上（目標年度2021年度）
　　　　　　※市内店舗で買い換える場合に限る（買い増し不可）
＜補 助 額＞購入金額が１５万円以上　　　　　：３万円
　　　　　　　　　　　１０万円～１５万円未満：２万円
　　　　　　　　　　　　５万円～１０万円未満：１万円
＜回　　数＞１世帯あたり１申請
＜対象期間＞令和８年６月１日～９月３０日までに購入・設置完了

118,421 118,421

288,199 288,199

賃金を引き上げた中小
企業等への支援
［繰越明許費］
【商工労政課】

物価高騰の影響を受ける市内中小企業等を支援し、人材確保や従業員の生
活支援等を図るため、賃金の引上げを行った事業者に対し、賃金引上げ奨
励金を支給する。
＜対　象＞以下のいずれかに該当する中小企業等
　　　　　①市内に本社、本店、事務所のいずれかを有する中小企業
　　　　　②市内に事業所を有する個人事業主
　　　　　③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法
　　　　　　人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人であっ
　　　　　　て、かつ、中小企業事業主と同規模の事業主
＜支給額＞従業員１人あたり３～５万円（１社・事業者あたり10人まで）
　　　　　・正規雇用労働者（役員・個人事業主本人を除く）
　　　　　　賃上げ率（基 本 給）：２．５％以上　５万円／人
　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５％以上　３万円／人
　　　　　・非正規雇用労働者（週20時間以上の勤務者）
　　　　　　賃上げ率（時間給等）：５％以上　５万円／人
　　　　　　　　　　　　　　　　　３％以上　３万円／人
＜賃上げ対象期間＞令和８年１月～１２月

278,199 278,199

補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ）の 内 容 に つ い て

　国の補正予算による財源を活用し、直面する物価高騰により厳しい経済状況にある市民生活や事業

活動を支援するための施策を実施する。

（単位：千円）

事　業

市民生活への支援

事業者への支援



内　容　等
事業費

a
特定財源

b
一般財源
c=a-b

中小企業経営基盤強化
に向けた取組
［繰越明許費］
【商工労政課】

経営課題の解決や新規の事業展開等を支援するため、金融機関等と連携
し、市内中小企業等の事業構想・事業計画作成等を支援する経営基盤強化
セミナーを実施する。

10,000 10,000

1,950 1,950

認定農業者（国版・大
阪版）等への支援
［繰越明許費］
【農林課】

肥料等の高騰による負担を軽減するため、国版・大阪版認定農業者、認定
新規就農者等に対し、農業者活動支援給付金を支給する。
＜対　象＞令和６年１月１日～１２月３１日に農作物の売上がある市内の
　　　　　国版・大阪版認定農業者等
＜支給額＞
　・地域農家、準農家、認定新規就農者：５千円
　・国・大阪版認定農業者　　　　　　：令和６年売上額に応じた額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５千円～１８万円）

1,950 1,950

111,868 111,868

障害者（児）福祉サー
ビス事業所への物価高
騰支援給付金の支給
【障害福祉課、発達支援
課】

物価高騰への対応を支援し、障害福祉サービス等に係る提供体制の維持・
継続を図るため、市内の障害者(児)福祉サービス事業所等に対し、物価高
騰支援給付金を支給する。
＜対　象＞市内の障害福祉サービス事業所
　　　　　（130事業所）、放課後等デイサービス事業所等（57事業所）
＜支給額＞１事業所あたり１０万円

18,715 18,715

介護事業所等への物価
高騰支援給付金の支給
【長寿介護課】

物価高騰への対応を支援し、介護サービスに係る提供体制の維持・継続を
図るため、市内の介護事業所等に対し、物価高騰支援給付金を支給する。
＜対　象＞市内の介護事業所（311事業所）、
　　　　　コミュニティデイハウス（18か所）、
　　　　　街かどデイハウス（１か所）
＜支給額＞１事業所あたり１０万円

33,027 33,027

医療機関への物価高騰
支援給付金の支給
【医療政策課】

物価高騰への対応を支援し、医療体制の維持・継続を図るため、市内で開
設している医療機関に対して、物価高騰支援給付金を支給する。
＜対　象＞一般診療所（237施設）、病院（14施設）、
　　　　　歯科診療所（150施設）、薬局（143施設）
＜支給額＞病院　　　　　　　：１施設あたり５０万円
　　　　　病院以外の医療機関：１施設あたり１０万円

60,126 60,126

（単位：千円）

事　業

農業者への支援

福祉事業所・医療機関等への支援



内　容　等
事業費

a
特定財源

b
一般財源
c=a-b

5,950 3,966 1,984

事業継続支援補助金の
支給
【こども政策課、子育て支
援課、保育幼稚園事業課、
学童保育課】

物価高騰への対応を支援し、地域の子育て支援サービス等を提供する施設
の安定的な運営を図るため、市内の保育施設等に対して、事業継続支援補
助金を支給する。
＜対　象＞
・児童育成支援拠点事業（ユースプラザ５施設）
・子育て世帯訪問支援事業（訪問事業所１施設）
・子育て短期支援事業（児童養護施設３施設）
・産後ケア事業（病院等２施設）
・地域子育て支援拠点事業（つどいの広場等27施設）
・一時預かり事業（保育所等50施設）
・病児保育事業（保育所等46施設）
・延長保育事業（保育所等71施設）
・多様な事業者の参入促進・能力活用事業（認定こども園１施設）
・放課後児童健全育成事業（学童保育室14施設)
＜補助額＞放課後児童健全育成事業所　　　５万円／１支援単位
　　　　　放課後児童健全育成事業所以外　２万５千円／１事業
【財源：国 1,983、府 1,983】

5,950 3,966 1,984

 （２）繰越明許費・債務負担行為

内　容　等

省エネ家電買換促進補
助事業
【環境政策課】

補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。

農業者活動支援給付金
給付事業
【農林課】

補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。

中小企業経営基盤強化
事業
【商工労政課】

補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。

賃金引上げ奨励金給付
事業
【商工労政課】

補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。

消防車両・機器整備事
業
【警備課】

事業者が国の法改正への対応に時間を要し、年度内に事業が完了しないた
め。

水道基本料金免除事業
【財政課】

債務負担行為の期間及び限度額を設定する。
[期　間] 令和７年度～令和８年度
[限度額] 1,185,745

1,185,745

保育施設等への支援

（単位：千円）

事　業 設定額

繰越明許費

118,421

1,950

10,000

278,199

64,900

債務負担行為

事　業

（単位：千円）


